
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 事務局だより 
令和５年 4月号（第６1号） 

令和５年４月２５日発行 

公益社団法人 羽村市シルバー人材センター 

〒205-0014 羽村市羽東２－３－１ 

電話 042-554-5131㈹ 

FAX 042-555-8714 

E-mail hamura@sjc.ne.jp 

ホームページhttps://webc.sjc.ne.jp/hamura/ 3月末現在会員数 男性375名 女性214名 合計589名 

令和５年５月分 安全標語 佳作 
 

『朝ごはん しっかり食べて さあ仕事』 
 羽加美地区 深野 冨士雄  

春の全国交通安全運動 
令和５年度春の全国交通安全運動が実施されます。 

 
【期 間】 

令和５年５月１１日（木）から２０日（土） 
 
【重点ポイント】 

（1）こどもを始めとする歩行者の安全の確保 

（2）横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上 

（3）自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 
 

交通ルールを守って就業しましょう！ 

就業時に自動車を運転する会員の方へ 

運転免許の確認を行っています 

近年、アクセルとブレーキの踏み間違いや前方不注意を原因とした高齢者の自動車事故がテレビ

や新聞で報道されており、なかには死亡事故となっているケースもあります。 

こういった現状を踏まえ、当センターでは、植木剪定作業や除草作業等、自動車の運転を伴う仕

事をしている会員の皆さんに対して、あらためてご連絡し、下記のような安全管理対策を行います。 
 

センター車両を運転する方へ    
①運転免許証の有効期限が切れていないかの確認 

→１年に１回免許証のコピーを事務局へ提出していただきます。 
 

②羽村市主催「運転者交通安全講習会」（毎年９月、３月頃）に出席してください。 

→積極的に受講し、より一層安全運転に心がけましょう。 
 

③毎朝、自動車使用前の健康状態などの確認 

→自動車を運転する会員は､「免許証の所持」､「ご自身の体調」をアルコールチェック担当者､また

はセンター職員へ申告し､必ずアルコール検知器によるアルコールチェックを受けていただきます。 

mailto:hamura@sjc.ne.jp


※現在、清掃関係業務の依頼が多く来ています。「他で就業をしている 

けれど、もう少し就業日数を増やしたい」、「〇曜日であれば就業できる」等、 

ありましたら、事務局までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

求 人 情 報 

就 業 場 所 就 業 日 就 業 時 間 
募集
人員 作 業 内 容 等 

１ 
米ぬか温浴施設 

（羽東 1-22） 
月・金 

月：１回３時間 

金：18:00～19：30 
１ 

砂のかくはん作業 

（男性希望） 

２ 
事業所 

（神明台４－９） 
週３日程度 

① 9:00 ～12：00 

②１３：００～１6：００ 
１ 

屋内軽作業 

（男性希望） 

３ 
事業所 

（神明台 3－33） 
水 １３：００～１6：００ １ 

屋内清掃作業 

（女性希望） 

4 
松原内科医院 

（羽東１―１６） 
週２～３日 １３：００～１５：００ １ 

医院内清掃作業 

（女性希望） 

5 
町内会館 

（羽西１－２０） 
第２・第 4火曜日 9：00～11：30 １ 会館内清掃作業 

6 
町内会館 

（小作台１－４） 
月２回（隔週） １回３時間 １ 会館内清掃作業 

7 
東児童館 

（神明台３） 
週 2回程度 

（ローテーション就業） 
8：45～11：15 １ 児童館内清掃作業 

8 小作台３丁目 
毎月１３日～１５日、 
  ２９日～３１日他 

（上記日数は目安です） 
 1 広報配布作業（485部） 

9 川崎４丁目 〃  1 広報配布作業（140部） 

10 双葉町１丁目 〃  1 広報配布作業（２７０部） 

１1 市内小中学校 月～金 
（ローテーション就業） 

7：00～15：00 1～ 
学校施設清掃業務 

（労働者派遣） 

熱中症対策講習会 

５月６日(土) 10:00～11:30   
 

場 所：Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村(羽村市スポーツセンター) 会議室 
 

申 込：電話・ファックス・メール・または直接Ｓ＆Ｄスポーツアリーナ羽村へ（9：00～17：00） 

TEL:042-555-0033 FAX:042-554-9974 Eメール:s705005@city.hamura.tokyo.jp 

[就業基準の運用変更について] 
①例年１月と７月に実施している「継続就業希望説明会」を２・３・４月に入会した会員を対象に 

４月下旬に実施します。 
 

②クーリング期間を６ヵ月から３ヵ月に短縮します。 

就業期間が満了し、新規就業希望会員と就業を交代した会員が、あらためて就業期間満了 

先に就業を希望できる期間を３ヵ月に短縮します。 ※労働者派遣事業を除く 

主催：羽村市教育委員会 
講師：大塚製薬㈱ 阿部 章則氏 

申込締切：４月２８日(金) 

参加費無料 


